
 

 

 

令和７年度の募集を開始します。詳細は以下のとおりです。 

 

目的 
農業の低コスト化や規模拡大を図るため、省力化に資するスマー

ト農業機械の導入を支援し、その普及を図る。 

対象者 

各号のすべてに該当するもの 

(1) 市内に住所、又は市内に主たる事務所を有する者 

(2) 市内において農業経営を営む者 

(3) 農業経営を継続する意思のある者 

対象経費 

各号のスマート農業技術の導入に要する経費 

(1) 経営・生産管理システム 

(2) ロボットトラクター 

(3) 自動操舵システム 

(4) トラクター（自動操舵機能付） 

(5) 高性能田植機（直線アシスト機能付等） 

(6) リモコン草刈機 

(7) 高性能コンバイン（収量等センサ・直線アシスト機能付） 

(8) アシストスーツ 

(9) 農業用ドローン・人工衛星（サービスを含む）・無人ヘリ 

(10)水管理システム 

(11)圃場・施設環境モニタリング 

(12)農林水産省が公表している「スマート農業技術カタログ」 

に掲載されている機器等 

補助率 １／３以内（上限 100万円）／１事業者あたり 

 

【 裏 面 あ り 】 

 

小山市スマート農業機械導入補助金のご案内 



 

提出書類 

(1) 交付申請書（様式第１号） 

(2) 事業計画書（様式第２号） 

(3) 誓 約 書（様式第３号） 

(4) 添 付 書 類 

① 共通 

□ 導入予定の機器等の見積書及びカタログ 

□ 直近の確定申告書の写し 

② 事業目標で「経営面積の拡大」を選択した場合 

□ 営農計画書、農地台帳、農作業受託契約書など 

③ 事業目標で「収益拡大」「収量増加」を選択した場合 

□ 決算書など 

④ 事業目標で「労働時間の短縮」を選択した場合 

□ 作業日報、農作業時間削減計画書など 

提出〆切 令和７年５月 30日（金）まで 

スケジュール 

(1) ５月 30日：申請提出〆切 

(2) ６月下旬 ：補助対象者の決定 

(3) ７月上旬 ：交付決定 

事業開始 【 ← この時点で発注可能 】 

(4) 納品完了 ：交付請求・実績報告書の提出 

補助金の交付 

(5) 翌年度以降 ：実施状況報告書の提出（ ３年間 ） 

お問い合わせ 

小山市役所 農政課 生産振興係 

電話：0285－22－9252 

Email：d-nosei@city.oyama.tochigi.jp 

※ 申請様式などは、市ＨＰからダウンロードいただけます。 

 


